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マニュアル作成にあたって

「森林経営管理制度市町村実務マニュアルⅠ〜森林経営管理制度に係る事務の手引きの補足

〜」（以下「本マニュアル」という。）は、平成 31 年 4 月からスタートした森林経営管理法に

基づいて森林経営管理制度を運用する市町村を支援するために作成したものです。

また、本マニュアルは、国（林野庁）が定めた「森林経営管理法の事務の手引き」（以下

「林野庁手引き」という。）の補足資料として作成したものであり、事務手続き等の詳細は、

「林野庁手引き」又は、全国林業改良普及協会発行の「森林経営管理制度ガイドブック」（以下

「ガイドブック」という。）を参照してください。

なお、本マニュアルは他県のマニュアル等を参考に長野県林務部内に設置した森林経営管理

支援センターが取りまとめたものです。

◆ 森林経営管理制度とは

平成 31 年 4 月からスタートした森林経営管理制度（新たな森林管理システム）は、民

有林のうち、現に経営管理が行われていない森林について、市町村が森林所有者の委託を

受け経営管理することや、意欲と能力のある林業経営者に再委託することにより、林業経

営の効率化と森林の管理の適正化を図る制度です。

◆ 本マニュアルの対象は、長野県の民有林（地域森林計画対象民有林）とします。

◆ 留意事項

・本マニュアルは、令和 2年 3月時点の情報で作成しているため、法律や要綱等の改正によ

り内容が変更する場合があります。

・本マニュアルを参考に、各市町村が独自に、より効果的かつ効率的な手法で制度運用され

ることを期待します。また、制度運用の中で、参考となる先進的事例等が出てきた場合に

は、今後、本マニュアルを改正する時点で反映する予定です。
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